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１．入会要件 

一 般 会 員 一般会員は、次の全ての要件を満たす事業者とする。 

(1)リフォーム工事を自ら行う事業者であること 

(2)リフォーム工事に関して実績があること 

(3)地域に根ざした事業活動を行っていること 

(4)推進会員又は運営会員の推薦があること 

(5)一般財団法人ベターリビング（以下、ＢＬという）が定める『リフォ

ーム業務品質基準』に適合していることをＢＬが確認していること 

(6)リフォーム瑕疵保険登録事業者であること 

(7)住宅リフォーム事業者団体登録規程（国土交通省告示第８７７号） 

第５条第７号に該当すること 

(8) 過去 4 年間に行政処分又は刑事処分等を受けていないこと 

(9) 過去 4 年間に特定商取引法に反する行為等をしていないこと 

 

2．ＢＬＲ協会の会費及びリフォーム業務品質審査登録料金 

（１）ＢＬＲ協会の会費について 

１）会員の会費は、下表のとおりです。なお、ＢＬＲ協会の会費にはリフォーム業務品質審査登

録料金と合わせて下記の通りとなります。 

会員種別 会費（業務品質審査料含）※ 

内訳 

入会金 会費部分 業務品質審査料部分 

１年目        85,000 円 なし 30,000 円 55,000 円 

２年目以降       60,000 円 － 30,000 円 30,000 円 

※会費につきましては、非課税となります。 

2）一法人で複数の事業所が入会する場合の取扱い 

一般会員は、複数の事業所があった場合においても、会費の追加はありません。 

3）会費の納期 

会費の納期は、以下のとおりです。 

会費 

初年度(３年度) 請求書発行日の翌月末日 

2 年目以降 

（４年度以降） 
毎事業年度 5 月 31 日まで 

4）振込先 

会費は、入会申込書類受理後、請求書をお送りしますので、請求書に記載の振込先にお振り

込みください。 

注 振込手数料は貴社負担でお願いします。 
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５）リフォーム業務審査料部分について【参考】 

    リフォーム業務品質審査は年度ごとに下記により実施されます。会費に含まれる業務品質審査 

料部分(審査委託費)について参考として紹介します。 

 

審査年次 審査方法 
審査委託費(消費税込み) 

（審査対象事業所 1か所の場合） 

登録審査 

(1 年目) 
現地審査 55,000 円 

定期審査 

（2 年目） 
書面審査 30,000 円 

定期審査 

(3 年目) 
書面審査 30,000 円 

更新審査 

(4 年目) 
現地審査 30,000 円 

以降 3年毎に現地審査を実施し登録更新します。 

審査料は定期審査、更新審査ともに一律 30,000 円となります。 

注１：登録審査料及び更新審査料には、現地審査の交通費が含まれています。（但し現地審査を実施する事業所

等が、離島又は遠隔地の場合は、上記審査料金に別途出張費が加算される場合があります。） 

注２：審査対象事業所は、申請者が申請した内容（事業所、業務内容等）について一般財団法人ベターリビング

が確認、判断して決定します。申請内容によっては、上記審査料金と異なる場合もあります。 

注 3：申請者又は登録事業者の都合により審査を中止（現地審査の当日キャンセルを含む）した場合には、お振

り込みいただいた料金は返却しません。 

注４：年度途中で登録が取り消しとなった場合でも、日割り等で料金は返却しません。 

注５：この料金表は、2021 年 4 月 1 日現在のものです。改定される場合がありますので、ご申請の際には  

ご確認ください。 

注６：上記はＢＬＲ協会の年会費に含めて請求させていただきます。包含した年会委の総額は前ページを参照し 

てしてください。 

 

（２）ホームページについて 

  1）入会時に基本的会社情報を協会のショップ検索サイトに無料で掲載します。 

  2）ショップ検索サイト掲載の会社情報グレードアップのためのホームページの作成も有料※にて

受け付けています。作成後の維持・管理費用は原則無料となります。 

「ＢＬＲショップ検索サイト 有料掲載申込書」にてお申し込みください。 

    ※ホームページ作成費用は、お申し込みいただいたリフォームを行う事業所毎に、最大   

6 ページで 60,000 円（税別）、３ページで 30,000 円（税別）となります。 
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３．ベターライフリフォーム（ＢＬＲ）協会入会までの流れ 

（1）入会の流れ 

BLR 協会年会費及びリフォーム業務品質審査登録料金は、審査実施前のお支払いとなります。 

   推 進 会 員 

運 営 会 員 

申 請 者 

（ 一 般 会 員 ） 
Ｂ Ｌ Ｒ 協 会 ベ タ ー リ ビ ン グ 

      
 

 

 

  

BLR 協会入会申

込書類、リフォ

ーム業務品審査

登録申請書類作

成・提出 

リフォーム業

務品質審査関

係書類の受付 

審査受審 

登録判定 

登録 

リフォーム 

業務品質審査

登録証受理 

登録結果 

入会審査 

入会 
ＢＬＲ協会

会員証受理 

ベターリビング

が書類審査を行

います。 

登録判定後、BLR

協会に登録結果

を連絡します。 

BLR 協会の運営

委員会において

審査します。 

入会承認後、会員

証等が届きます。 

 
ＢＬＲ協会入会

申込書や運営会

員・推進会員が作

成する推薦書、リ

フォーム業務品

質審査に関する

申請書類を準備

し、BLR協会に提

出して下さい。 
※複数事業所を申

請する場合は、スム

ースに申請できる

よう事前相談をお

願いします。 

推薦書 

の作成 

担当審査員が申

請者の事務所で

現地審査を行い

ます。 

審査結果に基づ

きリフォーム業

務品質審査の登

録を判定します。 

登録判定後に、登

録証が届きます。 

リ
フ
ォ
ー
ム
業
務
品
質
審
査
登
録
制
度
の
登
録
手
続
き 

書類審査 

現地審査 

BLR 協会入会

申込書類、リ

フォーム業務

品審査登録申

請書類受付 

BLR 協会年

会費、リフォ

ーム業務品審

査登録料金の

請求 

BLR 協会年

会費、リフォ

ーム業務品審

査登録料金の

入金 

入金確認 
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（２）リフォーム業務品質審査基準の適合確認 

一般会員の入会要件(5)の「リフォーム業務品質基準」の適合確認は、（一財）ベターリビングの

リフォーム業務品質審査登録制度の登録が必要です。詳しくは、当該財団の WEB サイト 

（https://www.cbl.or.jp/renew/reform/index.html）をご確認ください。 

なお、以下に登録制度のポイントについて記載します。 

 

１）登録について 

①登録の単位 

登録は、審査登録申請を行う事業者(法人)単位となります。 

事業者(法人)で複数の事業所を保有する場合は、各事業所のリフォーム業務実施内容により審査

の対象事業所（審査対象事業所）であるかを決定し、代表の事業所で審査を実施します。（サンプ

リング審査方式） 

 

＜審査対象事業所の定義＞ 

”リフォーム業務について、営業～工事完了まで一連の業務を実施していること” 

 

また、事業所を統括する部門（本社等）があるか、どのような統括機能を有するかの審査も併せ

て実施します。 

なお、申請については事業者の形態（事業所数、業務内容等）により申請書類等が異なりますの

で、申請手続きをスムースに行うため、（一財）ベターリビングへ事前にご相談をお願いします。 

 

②登録証、公表及びその内容 

登録と判定した場合、（一財）ベターリビングが登録証の発行及び登録事業者として WEB サイ

トへの掲載を行います。 

なお、登録証は登録の単位である事業者毎に発行いたします。 

 

登録証及びホームページに記載される内容は以下の通りです。 

記載内容 登録証 WEB サイト 

①登録番号 ○ ○ 

②事業者名及び所在地※1 ○ ○ 

③全ての事業所名及び所在地※1※2 ○ － 

④審査登録有効期限 ○ － 

⑤登録日 ○ ○ 

※1：②事業者名及び所在地、③全ての事業所名及び所在地については、申請時に提出いただくリフォーム業

務品質審査登録申請書等に記載されている内容となりますので、申請書記入の際はご注意ください。 

※2：登録証には、申請時に提出いただいたリフォーム業務を実施する事業所全て（審査対象事業所以外も含

む）を記載します。（審査対象とならなかった事業所も、リフォーム業務の登録範囲であるため） 

 

 

 

 

https://www.cbl.or.jp/renew/reform/index.html
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  ２）登録後について 

    登録事業者の遵守事項、変更の届け出、登録の一時停止、登録の取り消しに関する事項につ

いては、『リフォーム業務品質審査登録制度についてのご案内（申請の手引き）：5.本制度の注

意事項』をご確認ください。 

 

 

※リフォーム業務品質審査登録制度に関する問合せ先 

一般財団法人ベターリビング  システム審査登録センター リフォーム業務審査部 

〒102-0071 東京都千代田区富士見 2-7-2 ステージビルディング７F 

TEL：03-5211-0626  FAX：03-5211-0594  E-mail：blr-c@cbl.or.jp 
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４．申請書類 

 （１）入会に必要な書類等 

  １）入会に必要な書類 

入会には、ＢＬＲ協会入会関係書類の①から⑤、リフォーム業務品質審査登録申請関係書類の⑥

から⑪が必要です。申請関係書類は、ＢＬＲ協会 WEB サイト（https://www.blr.or.jp）及びベターリビ

ング WEB サイト（https://www.cbl.or.jp/renew/reform/sinsei.html）よりダウンロードしてください。 

会員種別 申請書類 

一般会員 

① 

ＢＬＲ協会入会関係書類 

 

ＢＬＲ協会一般会員入会申込書及びＢＬリフォーム業務品質審査登録申請書 

（様式第 1号） 

情報開示承諾書（様式第２号） 

同意書（様式３号） 

 

② ＢＬＲ協会一般会員推薦書（様式第４号） 

③ 請負う住宅リフォーム工事の種類による必要な資格の証明書（写）（P７参照） 

④ リフォームかし保険事業者登録証（写）※１ 

⑤ ＢＬＲショップ検索サイト 有料掲載申込書※２ 

 リフォーム業務品質審査登録申請関係書類※３ 

⑥  法令遵守宣言書（様式３－(リ)） 

⑦  会社案内※４ 

⑧  統括部門、事業所の関係がわかる書類（組織図等）※５、※６ 

※１：新規でリフォーム瑕疵保険事業者登録をする場合、保険法人への登録料金がＢＬＲ協会料金にて対応できる

場合がありますのでＢＬＲ協会までお問い合わせください。 

※２：BLR ショップ検索サイトへの有料掲載をご希望の事業者様は、有料掲載を希望するリフォームを行う事業

所毎に本申込書をご提出ください。無料掲載をご希望の事業者様は、提出する必要はありません。 

※３：申請書類の記入は、手書き・PC 入力のいずれの方法でも結構です。提出の際は、リフォーム業務品質審査

登録 登録審査申請書類チェック表（『リフォーム業務品質審査登録制度についてのご案内』参照）で確認

チェック後、同封してください。なお、リフォーム業務品質審査登録申請関係書類はファイルに綴じてご提

出ください。 

※４：パンフレット、HP のコピー等貴社業務内容がわかるものがあればご提出ください。 

※５：組織図、組織機能等を添付してください。 

※６：複数の事業所がある場合は、提出いただく⑧の内容により審査対象事業所数を決定し、ご請求します。 

 

 

 

  

https://www.blr.or.jp/
https://www.cbl.or.jp/renew/reform/sinsei.html
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③の請負う住宅リフォーム工事の種類による必要な許可・資格の証明書（写） 

請負う住宅リフォーム工事の種類及び工事の種類による必要な許可・資格は、国土交通省への届出事

項であるとともに、「一般社団法人ベターライフリフォーム協会一般会員（構成員）一覧

（https://www.blr.or.jp/image/list.pdf）」で公表しております。 

なお、請負う住宅リフォーム工事の種類による必要な許可・資格と提出する証明書（写）は以下の表

のとおりです。複数の資格を所持している場合は、以下の順序により証明書（写）を 1 部（※1）ご提

出ください。 

※1 複数の許可・資格の証明書をご提出いただいた場合は、以下の順序より、いずれか１つの許可・

資格を当該一覧表に掲載いたします。 

  

順序 

①建設業許可＞②建築士又は建築施工管理技士のいずれか１つ＞③建築設備士等 11の資格のいずれか１つ  

例 建設業許可と建築士を所持している場合は、建設業許可を提出してください。 

 

請負う住宅ﾘﾌｫｰﾑ 

工事の種類 
 

必要な許可・資格の種類 

① ② ③ 

マンション共用部

修繕※2 

① 建設業許可  

構造・防水含む 

戸建ﾘﾌｫｰﾑ工事 

①、②の 

いずれか 

以下の資格のいずれ

か一つ証明書（写） 

・建築士 

・建築施工管理技士 

 

内装・設備工事 

①、②、

③のいず

れか 

以下の資格のいずれか一つの

証明書（写） 

・建築設備士 

・管工事施工管理技士 

・電気工事施工管理技士 

・浄化槽設備士 

・電気工事士 

・電気主任技術者 

・電気通信主任技術者 

・給水装置工事主任技術者 

・消防設備士 

・液化石油ガス設備士  

・ガス消費機器設置工事監督

者 

省エネリフォーム工事 

□開口部 

 □壁･床･天井･屋根等

の断熱改修 

□給湯器 

□その他 

 

 

※２ マンション共用部分修繕について 

「マンション共用部分修繕」とは、管理組合等から直接請け負う大規模な修繕工事となります。当協

会では、マンション共用部分修繕を登録する事業者については、以下の要件を確認しています。 

要件１ 建設業許可の建設業の種類において、マンション共用部分修繕に関する複数の許可を受け

ており、建築工事業とその他の組み合わせ（表 1）とする。 

要件２ マンション共用部分修繕の実績がある。 
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（表 1） 

必要な許可は、建築工事業とその他の組み合わせとする。 

 建設業の業種 （参考） 建設工事の内容 

必須 建築工事業 

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事（補修、改

造または解体する工事を含む。以下同じ） 

なお、専門工事が複数組み合わさって行われるマンション大規模修繕

については、一般的に建築一式工事に該当するものとして扱われてい

ます。 

その

他 

とび・土木工事

業 

①足場の組立、機械器具、建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の

組立、工作物の解体等を行う工事 

②くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 

③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 

④コンクリートにより工作物を築造する工事 

⑤その他基礎的ないしは準備的工事 

管工事業 

冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製

等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置

する工事 

塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又は貼り付ける工事 

防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 

内装仕上工事業 
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カー

ペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 

その他 その他、関連工事 

 

 

5．申請書類等の提出先及び問い合わせ先 

申請書類は以下に送付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人ベターライフリフォーム協会 事務局 

〒102-0071 東京都千代田区富士見 2-7-2 ステージビルデイング７階 

TEL：03-5211-0564  FAX：03-5211-0590 

E-Mail：info@blr.or.jp 

URL：https://www.blr.or.jp 

file://///file-server/Ndrive/住宅市場業務グループ/ベターライフリフォーム協議会/定款・規程類/入会の手引き/info@blr.or.jp
https://www.blr.or.jp/


 

  

 
(一社)ベターライフリフォーム協会 一般会員入会申込書 

一般社団法人ベターライフリフォーム協会会長 様 

一般会員として入会を申込むとともに、定款及び諸規程を遵守します。 

 

(一財)ベターリビンク リフォーム業務品質審査登録申請書 

一般財団法人ベターリビング理事長 様 

リフォーム業務品質審査登録規程第５条第１項に基づき、登録された後は「申請の手引き」に定められた

登録事業者の遵守事項を果たすことを約して、下記のとおりリフォーム業務品質審査を申請します。 

 

○法人情報                            

１.基本情報                         （申込日２０   年   月   日） 

フリガナ  事務局記入欄 

法人名 
 

1-    -001 

フリガナ  代表者役職名 

代表者名   

フリガナ  

主たる事業所 

の所在地 
〒 

 

電話番号  ＦＡＸ番号  

                         

                                          

  （内訳：営業   人・設計   人・工事   人・事務   人） 

 

           

         

                            

 

 

   

      

  

２.連絡先担当者 

協会からの各種ご案内や請求書等を送付する代表の窓口を設定し、その連絡先担当者を記載してください。 

フリガナ  

連絡先担当者名  

部署名  担当者役職名  

フリガナ  

連絡先住所 
〒 

 

電話番号  ＦＡＸ番号  

-   

 

  

印 

様式第 1 号  
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３.請負う住宅リフォーム工事の種類と必要な許可・資格 

請負う住宅リフォーム工事の種類の該当工事欄に○を記入し、必要な許可・資格の証明書（写）をいずれか 1 つ提出してください。 

 

該当 

工事 

請負う住宅リフォーム

工事の種類 
 

必要な許可・資格と提出する証明書（写） 

① ② ③ 

 マンション共用部修繕 
① □建設業許可 

 

 

 
構造・防水含む戸建 
ﾘﾌｫｰﾑ工事 

①、②のい

ずれか 

以下の資格

のいずれか 

□建築士 

□建築施工 

管理技士 

 

 内装・設備工事 

①、②、

③のいず

れか 

以下の資格のいずれか 

□建築設備士 
□管工事施工管理技士 
□電気工事施工管理技士 
□浄化槽設備士 
□電気工事士 
□電気主任技術者 
□電気通信主任技術者 
□給水装置工事主任技術者 
□消防設備士 
□液化石油ガス設備士  
□ガス消費機器設置工事監督者 

 

省エネリフォーム工事 

□開口部 

 □壁･床･天井･屋根

等の断熱改修 

□給湯器 

□その他 

 

過去３年の工事実績（過去３ヶ年度※のリフォーム工事の施工件数及び金額を記入）※申請年度は含まず 

 

※マンション共用部分修繕については、下記の要件があります。（Ｐ７参照） 

要件１ 建設業許可の建設業の種類において、マンション共用部分修繕に関する複数の許可を受けており、

建築工事業とその他の組み合わせ（Ｐ８表 1）とする。 
要件２ マンション共用部分修繕の実績がある。 

  

 

                

                

                

                         

 

                

                

                

                         

 

                

                

                

                         

注１ 上記太枠で囲われている項目は、国土交通省への届出事項又は入会要件となりますので正確にご記入ください。 

注２ 本申込書に記載された情報は、会員情報として名簿に登録するほか、研修会や講習会等の案内送付、WEBサイトへの掲載、会員で 

あることへの照会に対する回答、その他協会の事業の遂行にあたり会員情報の使用が必要になる事項について使用致します。 
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※ 



 

 

リフォームを行う全ての事業所(※)を下記に記載し、４枚目の「情報開示承諾書」を事業所毎に記入してください。 

なお、１枚目に記載した法人情報の所在地とリフォームを行う事業所の所在地が同一の場合も、下記に必ずご記入

ください。 

※リフォームを行う事業所とは・・・例として本店と 5 ヶ所の支店があり、4 支店はリフォームを行っているが、 

本店と 1支店は新築のみの場合、上記 4支店が対象となります。 

（支店以外に営業所、店舗、ショールーム等も対象になります。） 

○リフォームを行う事業所 

1 

フリガナ  事務局記入欄 

リフォームを行う

事業所名 
 1-   -002 

2 

フリガナ  事務局記入欄 

リフォームを行う

事業所名 
 1-   -003 

3 

フリガナ  事務局記入欄 

リフォームを行う

事業所名 
 1-   -004 

4 

フリガナ  事務局記入欄 

リフォームを行う

事業所名 
 1-   -005 

5 

フリガナ  事務局記入欄 

リフォームを行う

事業所名 
 1-   -006 

6 

フリガナ  事務局記入欄 

リフォームを行う

事業所名 
 1-   -007 

7 

フリガナ  事務局記入欄 

リフォームを行う

事業所名 
 1-   -008 

8 

フリガナ  事務局記入欄 

リフォームを行う

事業所名 
 1-   -009 

9 

フリガナ  事務局記入欄 

リフォームを行う

事業所名 
 1-   -010 

10 

フリガナ  事務局記入欄 

リフォームを行う

事業所名 
 1-   -011 

11 

フリガナ  事務局記入欄 

リフォームを行う

事業所名 
 1-   -012 

12 

フリガナ  事務局記入欄 

リフォームを行う

事業所名 
 1-   -013 

13 

フリガナ  事務局記入欄 

リフォームを行う

事業所名 
 1-   -014 

14 

フリガナ  事務局記入欄 

リフォームを行う

事業所名 
 1-   -015 

15 

フリガナ  事務局記入欄 

リフォームを行う

事業所名 
 1-   -016 

（15拠点以上有する場合は、こちらの紙をコピーして記入してください。） 
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情報開示承諾書 
一般社団法人ベターライフリフォーム協会会長 様 

一般社団法人ベターライフリフォーム協会が運営するＢＬＲショップ検索サイトにおいて、以下の記載事

項で開示することを承諾します。 

※３枚目に記入したリフォームを行う事業所毎に、こちらの紙をコピーして記入して下さい。 

①リフォームを行う事業所情報                （記入日      年  月  日） 

フリガナ  

リフォームを行う

事業所名 
 

BLR ｼｮｯﾌﾟ検索ｻｲﾄ

紹介用画像 

                     

フリガナ  役職 

責任者名   

フリガナ  

所在地住所 
〒 

 

電話番号・ＦＡＸ番

号 
  

（消費者向け） 

お問い合わせＴＥＬ  

ホームページＵＲＬ  

（消費者向け） 

お問い合わせＵＲＬ 

                 ※自社ホームページのお問い合わせフォームへのリンク希望時 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(  ) 

 

 

 

 

 

 

  
 

     

紹介ページに載る
メッセージ 
（自社ＰＲ） 

 
 

②メール配信サービス希望者（１枚目に記入した連絡先担当者以外で、協会の各種情報や行政情報等の配信を

ご希望の場合は、下記に記入して下さい。） 

フリガナ  

E-mail  
氏名  

 

 

様式第２号  

※ご提供いただいたデータは、ＢＬＲショップ検索サイトで公開されます。記録メディアは返却いたしませんので、
予めご了承ください。詳細は、「ＢＬＲショップ検索サイトにおける会員情報の掲載について」をご覧ください。 
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同 意 書 
 

 

 

当社は、一般社団法人ベターライフリフォーム協会の会員として、下記事項を遵守することに 

同意します。 

 

 

 

記 
 

 

１．当社が請け負う請負代金が３百万円以上の住宅リフォーム工事に関しては、発注者に対してリフ

ォーム瑕疵保険の説明を行うと共に、あらかじめ発注者から書面による反対の意思表示がある

場合を除き、保険契約を締結すること 

 

 

２．協会が毎年度実施する「リフォーム実績件数等調査」への回答すること 

 

 

 

  年  月  日 

 

    一般社団法人ベターライフリフォーム協会会長 様                                     

      

 

住  所                       

 

法 人 名                       

 

代表者名                     ㊞ 

（※代表者名署名の場合は、押印不要です。） 
 

 

 

 

  

様式第３号 
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ⱬ♃כꜝ▬ⱨꜞⱨ◊כⱶ  
 

 

20  年  月  日 
 

一般社団法人ベターライフリフォーム協会会長 様 

 

 

 

（推薦する推進会員・運営会員） 

事業者名・団体名 

及び代表者名   
 

 

※（紹介を受けた運営会員名）                             

β ⅜ ─  

 

 

 

下記の事業者を一般社団法人ベターライフリフォーム協会の一般会員として、推薦い

たします。 
 

 

記 
 

 

事業者名 

及び代表者名 
 

所在地    
 

 

 

 

  

印 

⌐  

様式第４号 
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15 
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参考 

17 



 

 

 

 

法令遵守宣言書 
 

一般財団法人 ベターリビング 

理事長  井上 俊之 様 
 

 

弊社は、リフォーム業務品質審査登録制度の申請にあたり、本年度以前 4 年間

（事業年度）弊社及び関連会社、全従業員、各事業が、建築基準法、建築士法、建

設業法、特定商取引に関する法律、その他関係法令等に関して、以下いずれかに該

当しリフォーム業務品質基準 1.(1)③「申請年度以前 4 年間（事業年度）に法令違反

がないこと」の要求を満足していることを宣言いたします。 
 

 

 

 

 

1. 上記法令等に関し、違反をしたことがない 

 

 

2. 上記法令等に違反をしたが、現時点で既に違反処理が終了し、今後上記法令等の

遵守を確約することを宣誓する 
 

 

 

 

 

 

宣言日       年    月    日 
 

 

 

 

住 所 

 

 

 

 

 

事業者名 

 

 

 

 

 

代表者名                              印 
 

 

様式 3－（リ）2015 年 6 月 5日改定 
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(一社)ベターライフリフォーム協会 一般会員入会申込書 

一般社団法人ベターライフリフォーム協会会長 様 

一般会員として入会を申込むとともに、定款及び諸規程を遵守します。 

 

(一財)ベターリビンク リフォーム業務品質審査登録申請書 

一般財団法人ベターリビング理事長 様 

リフォーム業務品質審査登録規程第５条第１項に基づき、登録された後は「申請の手引き」に定められた

登録事業者の遵守事項を果たすことを約して、下記のとおりリフォーム業務品質審査を申請します。 

 

○法人情報                            

１.基本情報                         （申込日２０   年   月   日） 

フリガナ  事務局記入欄 

法人名 
╛̝ ›ҵↄ 

1-    -001 

フリガナ   代表者役職名 

代表者名  Ẑ  ̈ ֝ ☻  

フリガナ  

主たる事業所 

の所在地 

 

ˬ Ӣ  

電話番号 012- 345-6789 ＦＡＸ番号  

 blrxxxxxx.jp   
                 

30,000,000  

   2000    1  1                                      

 17  （内訳：営業   人・設計   人・工事   人・事務   人） 

 

           

         

                            

 

 

   

      

 
╛̝  

２.連絡先担当者 

協会からの各種ご案内や請求書等を送付する代表の窓口を設定し、その連絡先担当者を記載してください。 

フリガナ   

連絡先担当者名  ἧ 

部署名 ҵ  担当者役職名  

フリガナ  

連絡先住所 
222 2222 

ˬ ӧ̈ Ӣ 2-2-2 

電話番号 000- 111-2222 ＦＡＸ番号 000- 111-2222 

-  hanako@XXX.co.jp 

印 

様式第 1 号  

代表社印（会社実印）を

押してください（認印は

不可）。 

 

 

 

19 



 

 

３.請負う住宅リフォーム工事の種類と必要な許可・資格 

請負う住宅リフォーム工事の種類の該当工事欄に○を記入し、必要な許可・資格の証明書（写）をいずれか 1 つ提出してください。 

 

 

該当 

工事 

請負う住宅リフォーム

工事の種類 
 

必要な許可・資格と提出する証明書（写） 

① ② ③ 

 マンション共用部修繕 
① □建設業許可 

 

 

 構造・防水含む戸建 
ﾘﾌｫｰﾑ工事 

①、②のい

ずれか 

以下の資格

のいずれか 

□建築士 

□建築施工 

管理技士 

 

 内装・設備工事 

①、②、

③のいず

れか 

以下の資格のいずれか 

□建築設備士 
□管工事施工管理技士 
□電気工事施工管理技士 
□浄化槽設備士 
□電気工事士 
□電気主任技術者 
□電気通信主任技術者 
□給水装置工事主任技術者 
□消防設備士 
□液化石油ガス設備士  
□ガス消費機器設置工事監督者 

 

省エネリフォーム工事 

□開口部 

 □壁･床･天井･屋根

等の断熱改修 

□給湯器 

□その他 

 

過去３年の工事実績（過去３ヶ年度※のリフォーム工事の施工件数及び金額を記入）※申請年度は含まず 

 

※マンション共用部分修繕については、下記の要件があります。（Ｐ７参照） 

要件１ 建設業許可の建設業の種類において、マンション共用部分修繕に関する複数の許可を受けており、

建築工事業とその他の組み合わせ（Ｐ８表 1）とする。 
要件２ マンション共用部分修繕の実績がある。 

  

 

               

               

               

                        

 

               

               

               

                        

 

               

               

               

                        

注１ 上記太枠で囲われている項目は、国土交通省への届出事項又は入会要件となりますので正確にご記入ください。 

注２ 本申込書に記載された情報は、会員情報として名簿に登録するほか、研修会や講習会等の案内送付、WEBサイトへの掲載、会員で 

あることへの照会に対する回答、その他協会の事業の遂行にあたり会員情報の使用が必要になる事項について使用致します。 

 許可・資格の証明書の写しは、 

①建設業許可＞②建築士又は建築施工管理技士のいずれか１つ＞③建築設備士等 11 の資格

の順番で、いずれか１つ提出してください。 

20 

※ 

各該当工事の具体的な工事内容

は、３枚目の情報開示承諾書の

「得意分野」をご覧ください。 



 

 

リフォームを行う全ての事業所(※)を下記に記載し、４枚目の「情報開示承諾書」を事業所毎に記入してください。 

なお、１枚目に記載した法人情報の所在地とリフォームを行う事業所の所在地が同一の場合も、下記に必ずご記入

ください。 

※リフォームを行う事業所とは・・・例として本店と 5 ヶ所の支店があり、4 支店はリフォームを行っているが、 

本店と 1支店は新築のみの場合、上記 4支店が対象となります。 

（支店以外に営業所、店舗、ショールーム等も対象になります。） 

○リフォームを行う事業所 

1 

フリガナ  事務局記入欄 

リフォームを行う

事業所名 ╛̝ ›ҵↄ 1-   -002 

2 

フリガナ    事務局記入欄 

リフォームを行う

事業所名 
╛̝ ›ҵↄ Ẏ ↄ 1-   -003 

3 

フリガナ  事務局記入欄 

リフォームを行う

事業所名  1-   -004 

4 

フリガナ  事務局記入欄 

リフォームを行う

事業所名 
 1-   -005 

5 

フリガナ  事務局記入欄 

リフォームを行う

事業所名 
 1-   -006 

6 

フリガナ  事務局記入欄 

リフォームを行う

事業所名 
 1-   -007 

7 

フリガナ  事務局記入欄 

リフォームを行う

事業所名 
 1-   -008 

8 

フリガナ  事務局記入欄 

リフォームを行う

事業所名 
 1-   -009 

9 

フリガナ  事務局記入欄 

リフォームを行う

事業所名 
 1-   -010 

10 

フリガナ  事務局記入欄 

リフォームを行う

事業所名 
 1-   -011 

11 

フリガナ  事務局記入欄 

リフォームを行う

事業所名 
 1-   -012 

12 

フリガナ  事務局記入欄 

リフォームを行う

事業所名 
 1-   -013 

13 

フリガナ  事務局記入欄 

リフォームを行う

事業所名 
 1-   -014 

14 

フリガナ  事務局記入欄 

リフォームを行う

事業所名 
 1-   -015 

15 

フリガナ  事務局記入欄 

リフォームを行う

事業所名 
 1-   -016 

（15拠点以上有する場合は、こちらの紙をコピーして記入してください。） 

 

１枚目に記載した法人情報の

所在地とリフォームを行う事

業所の所在地が同一の場合も

記入してください。 

こちらに記入した事

業所毎に、3 枚目「情

報開示承諾書」を記入

してください。 
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情報開示承諾書 
一般社団法人ベターライフリフォーム協会会長 様 

一般社団法人ベターライフリフォーム協会が運営するＢＬＲショップ検索サイトにおいて、以下の記載事

項で開示することを承諾します。 

※３枚目に記入したリフォームを行う事業所毎に、こちらの紙をコピーして記入して下さい。 

①リフォームを行う事業所情報                （記入日 2022年 5月 1日） 

フリガナ   

リフォームを行う

事業所名 
╛̝ ›ҵↄ  

BLR ｼｮｯﾌﾟ検索ｻｲﾄ

紹介用画像 

  ˬ ↄШ        

フリガナ  役職 

責任者名 ˬ Ẑ   

フリガナ  

所在地住所 
 

ˬ Ӣ  

電話番号・ＦＡＸ番号 012-345-6789 012-345-6789 
（消費者向け） 

お問い合わせＴＥＬ 012-345-6789 

ホームページＵＲＬ http://  blrxxxxxx.jp  

（消費者向け） 

お問い合わせＵＲＬ 
                 ※自社ホームページのお問い合わせフォームへのリンク希望時 

http://  blrxxxxxx.jp  

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(  ) 

 

 

 

 

 

 

 ˬ К ẞ′ ′ῴ⁸ ⁸ 
 

 10 00 19 00   

紹介ページに載る
メッセージ 
（自社ＰＲ） 

ὖ Ẏў ὤ Ѽ ὃ 

̮ ⃰ ὕ ̓ᴁ 

ꜝ ὕ  

ὄⱲ ͬ  

ᾛ  

②メール配信サービス希望者（１枚目に記入した連絡先担当者以外で、協会の各種情報や行政情報等の配信を

ご希望の場合は、下記に記入して下さい。） 

フリガナ   

E-mail jirou@blr.xx.xx 
 ˬ ˘  

 

様式第２号  

※ご提供いただいたデータは、ＢＬＲショップ検索サイトで公開されます。記録メディアは返却いたしませんので、

予めご了承ください。詳細は、「ＢＬＲショップ検索サイトにおける会員情報の掲載について」をご覧ください。 
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同 意 書 
 

 

 

当社は、一般社団法人ベターライフリフォーム協会の会員として、下記事項を遵守することに 

同意します。 

 

 

 

記 
 

 

１．当社が請け負う請負代金が３百万円以上の住宅リフォーム工事に関しては、発注者に対してリフ

ォーム瑕疵保険の説明を行うと共に、あらかじめ発注者から書面による反対の意思表示がある

場合を除き、保険契約を締結すること 

 

 

２．協会が毎年度実施する「リフォーム実績件数等調査」への回答すること 

 

 

 

2021年 5月 1日 

 

    一般社団法人ベターライフリフォーム協会会長 様 

     

 

住  所   ˬ ӧ̈ Ӣ                             

 

法 人 名   ╛̝                                    

 

代表者名    Ẑ                                ㊞ 

（※代表者名署名の場合は、押印不要です。） 
 

 

 

 

 

  

様式第３号 
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ⱬ♃כꜝ▬ⱨꜞⱨ◊כⱶ  

 
 

2021 年 5月 1日 
 

一般社団法人ベターライフリフォーム協会会長 様 

 

 

 

（推薦する推進会員・運営会員） 

事業者名・団体名 ┴ ╛̝  

及び代表者名   ̈ ֝ ☻ Ẑ  
 

※（紹介を受けた運営会員名）   ╛̝       

β ⅜ ─  

 

 
 

下記の事業者を一般社団法人ベターライフリフォーム協会の一般会員として、推薦い

たします。 
 

 

記 
 

 

事業者名   ╛̝ ›ҵↄ 

及び代表者名 ̈ ֝ ☻  Ẑ  
 

所在地  ˬ ӧ̈ ӢὰṲ 2 7 2 4F  
 

以上 
  

印  

 

代表者印を押印

して下さい。 

 

様式第４号 
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法令遵守宣言書 

 
 

一般財団法人 ベターリビング 

理事長  井上 俊之 様 

 

 

 

弊社は、本審査登録制度の申請にあたり、本年度以前 4 年間（事業年度）弊社及び

関連会社、全従業員、各事業が、法規制（建築基準法、建築士法、建設業法、特定商取

引に関する法律、その他関係法令等）に関して、以下いずれかに該当しリフォーム業務

品質基準 1.(1)③「申請年度以前 4 年間（事業年度）に法令違反がないこと」の要求を

満足していることを宣言いたします。 

 

 

 

 

1. 上記法規制に関し、違反をしたことがない 

 

 

2. 上記法規制に違反をしたが、現時点で既に違反処理が終了し、今後法規制の遵守を

確約することを宣誓する 

 

 

 

 

 

 

宣言日   2021  年  5  月  1  日 

 

 

住 所  ˬ ӧ̈ ӢὰṲ  

 
 

 

事業者名 ┴ ╛̝  

 

 

 

代表者名 ᷇ Ẑ                      印 

 
 

 

 

 

 

申請する年月日を記入して下さい。 

代表権のある方が必須となります。 代表者印を押印して下さい。 

 

様式 3－（リ）2015 年 6 月 5日改定 
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ꜞⱨ◊כⱶ ─ⱨ□▬ꜟ─  
 

ᵑ ╕√│ ≢ ⇔⁸ ─ ⌐│⁸ ◘▬☼⌐ ∫≡ ∂≡ↄ∞↕™⁹ 

ᵒⱨ□▬ꜟ│ ─ ≢⁸ ⱨ□▬ꜞfi◓ ≤⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

ᵓ ≤ │⁸ ─ ⌐ ∫≡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ꜞ
ⱨ

ⱶ

 
 

ủ
ủ
ủ
ủ
ủ
ủ

 

ủủủủủủ  

ꜞⱨ◊כⱶ  

背
表
紙 

申請日：○○年○月○日 
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